
令 6 技 術 管 理 第 6 5 5 号 の ４  

令和７年(2 0 2 5年）１月24日  

関 係 団 体 の 長  様 

 

 

山口県土木建築部技術管理課長 

 

 

再生クラッシャーランの材料使用承諾について 

 

 

このことについては、平成１２年５月１５日付け監理第２３８号の通知により、運用し

てきたところですが、使用する多くの製品が「山口県認定リサイクル製品」に登録されて

いる状況を踏まえ、下記のとおり取扱うこととしましたので、参考送付します。 

 

 

記 

 

 

１ 事前承諾の提出資料について 

工事材料事前承諾願いに以下の資料を添付する。 

※事前承諾願いの取り扱いについては、令和７年１月24日付け令６技術管理第６１

３号の２「工事材料の承諾に係る手続き等の効率化について」参照 

 

（１）使用する材料が山口県認定リサイクル製品の場合 

・「山口県認定リサイクル製品認定証」の写し（別紙１参照） 

※初回及び、リサイクル認定の更新時には、過去１年以内の「材料試験成績表」

の写しを提出する。 

 

（２）使用する材料が山口県認定リサイクル製品以外の場合 

・製造元の「産業廃棄物処分業」の許可の写し 

・過去１年以内の「材料試験成績表」の写し 

 

２ 個別承諾の提出資料について 

  工事材料使用承諾願いに以下の資料を添付する。 

・製造元の「産業廃棄物処分業」の許可の写し、または「山口県認定リサイクル製品

認定証」の写し 

・過去１年以内の「材料試験成績表」の写し 

 

３ 留意点 

  ・補足材を加えた製品の場合、工事材料事前承諾願い、工事材料使用承諾願いの「規格・

寸法」欄に補足材混入率を記載する。（別紙２参照） 

・製造元の「産業廃棄物処分業」の許可の写しについては、許可を受けた業者の押印し

たものとする。（別紙３参照） 

 

４ 適用 

令和７年４月１日以降適用する。 

 

 



５ 廃止文書 

再生クラッシャーランの材料使用承諾について（平成12年5月15日付け監理第238号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術管理課技術指導班 

担当 藤田 

TEL：083-933-3636 
 



（別紙１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙３） 

 

 

  



（参考） 再生クラーシャーランの材料承諾の提出資料について 

 


